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（情報経営部 業務改革推進課） 

 

【議案第７９号】 

 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の趣旨 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「法」という。）第９

条第２項の条例で定める事務で利用する特定個人情報に「医療保険給付関係情報」を追加することによ

り、同事務の処理にあたって必要な情報を利用出来るようにするほか、規定の整備を図るため、条例の

一部を改正するものである。 

 

２ 経緯・改正理由等 

 （１）経緯 

   本市が行う医療費の助成に関する事務について、行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第 48 号）により、令和６年１２月

２日に健康保険証が廃止されることとなったため、健康保険証の被保険者の情報を確認する（以下「資

格確認」という）方法を見直す必要性が生じた。 

    

 （２）改正理由 

   上記の医療費助成を申請する際の資格確認について、健康保険証廃止後は、資格確認書等の添付に

よる確認に加え、法第９条第２項による「庁内連携」又は、法第１９条第９号による「情報連携」に

より職員が確認を行うことも可能とするため、利用する特定個人情報に「医療保険給付関係情報」を

追加するほか、法に基づく命令の施行等に伴い、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要

がある。 

 

 （３）対象事務 

   ア 子どもの医療費の助成に関する事務 

イ 心身障害者の医療費の助成に関する事務 

ウ ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務 

エ 精神障害者の入院医療費の助成に関する事務 

オ ぜんそく等の小児指定疾病の医療費の助成に関する事務 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

  

議案書 Ｐ１   
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＜参考＞健康保険証の廃止後の被保険者資格確認方法 
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新旧対照表（千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例） 

改正前 改正後 

第１条（略） 

 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語

は、法         において使用

する用語の例による。 

 

第３条・第４条（略） 

 

附則（略） 

 

別表（第３条関係） 

機関 事務 特 定 個 人

情報 

１ 市長 生 活 保 護

法（昭和２

５ 年 法 律

第 １ ４ ４

号）に準じ

て 行 う 生

活 に 困 窮

す る 外 国

人 に 対 す

る 保 護 の

措 置 に 関

す る 事 務

で あ っ て

規 則 で 定

めるもの 

（略） 

戦 傷 病 者

戦 没 者 遺

族 等 援 護

関係情報 

 

 

 

 

 

で あ っ

て 規 則 で

定 め る も

の 

（略） 

第１条（略） 

 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語

は、法及び法に基づく命令において使用

する用語の例による。 

 

第３条・第４条（略） 

 

附則（略） 

 

別表（第３条関係） 

機関 事務 特 定 個 人

情報 

１ 市長 生 活 保 護

法（昭和２

５ 年 法 律

第 １ ４ ４

号）に準じ

て 行 う 生

活 に 困 窮

す る 外 国

人 に 対 す

る 保 護 の

措 置 に 関

す る 事 務

で あ っ て

規 則 で 定

めるもの 

（略） 

戦 傷 病 者

戦 没 者 遺

族 等 援 護

法（昭和

２ ７ 年 法

律 第 １ ２

７号）によ

る 援 護 に

関 す る 情

報 で あ っ

て 規 則 で

定 め る も

の 

（略） 
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２ 市長 子 ど も の

医 療 費 の

助 成 に 関

す る 条 例

（ 昭 和 ４

５ 年 千 葉

市 条 例 第

３６号）に

よ る 子 ど

も の 医 療

費 の 助 成

に 関 す る

事 務 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

３ 市長 心 身 障 害

者 の 医 療

費 の 助 成

に 関 す る

条例（昭和

４ ８ 年 千

葉 市 条 例

第２９号）

に よ る 心

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市長 子 ど も の

医 療 費 の

助 成 に 関

す る 条 例

（ 昭 和 ４

５ 年 千 葉

市 条 例 第

３６号）に

よ る 子 ど

も の 医 療

費 の 助 成

に 関 す る

事 務 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 

医 療 保 険

給 付 関 係

情 報 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市長 心 身 障 害

者 の 医 療

費 の 助 成

に 関 す る

条例（昭和

４ ８ 年 千

葉 市 条 例

第２９号）

に よ る 心

医 療 保 険

給 付 関 係

情 報 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 
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身 障 害 者

の 医 療 費

の 助 成 に

関 す る 事

務 で あ っ

て 規 則 で

定 め る も

の 

（略） 

 

 

４ 市長 ひ と り 親

家 庭 等 の

医 療 費 の

助 成 に 関

す る 条 例

（ 昭 和 ５

５ 年 千 葉

市 条 例 第

１２号）に

よ る ひ と

り 親 家 庭

等 の 医 療

費 の 助 成

に 関 す る

事 務 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

５・６（略） （略） （略） 

７ 市長 精 神 障 害

者 の 入 院

医 療 費 の

助 成 に 関

新設 

 

 

 

身 障 害 者

の 医 療 費

の 助 成 に

関 す る 事

務 で あ っ

て 規 則 で

定 め る も

の 

（略） 

４ 市長 ひ と り 親

家 庭 等 の

医 療 費 の

助 成 に 関

す る 条 例

（ 昭 和 ５

５ 年 千 葉

市 条 例 第

１２号）に

よ る ひ と

り 親 家 庭

等 の 医 療

費 の 助 成

に 関 す る

事 務 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 

医 療 保 険

給 付 関 係

情 報 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 

 

 

 

 

 

（略） 

 

５・６（略） （略） （略） 

７ 市長 精 神 障 害

者 の 入 院

医 療 費 の

助 成 に 関

医 療 保 険

給 付 関 係

情 報 で あ

っ て 規 則
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す る 事 務

で あ っ て

規 則 で 定

めるもの 

 

 

 

 

 

（略） 

８～13（（略） （略） （略） 

14 市長 ぜ ん そ く

等 の 小 児

指 定 疾 病

の 医 療 費

の 助 成 に

関 す る 事

務 で あ っ

て 規 則 で

定 め る も

の 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

15～19（（略） （略） （略） 

 

す る 事 務

で あ っ て

規 則 で 定

めるもの 

で 定 め る

もの 

 

 

 

（略） 

８～13（（略） （略） （略） 

14 市長 ぜ ん そ く

等 の 小 児

指 定 疾 病

の 医 療 費

の 助 成 に

関 す る 事

務 で あ っ

て 規 則 で

定 め る も

の 

医 療 保 険

給 付 関 係

情 報 で あ

っ て 規 則

で 定 め る

もの 

 

 

 

（略） 

15～19（（略） （略） （略） 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


